
建設工事最低制限価格制度事務取扱要領の一部改正について 

 

建設工事の入札における最低制限価格の設定の対象となる工事の設計金

額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）について、「１３０万円を超え

るもの」から「２００万円を超えるもの」に改めましたので、お知らせし

ます。 

なお、最低制限価格の算定方法については、変更ありません。 

   

 施行日 令和７年１０月２２日 

 改正後の建設工事最低制限価格制度事務取扱要領 

 

○八代生活環境事務組合建設工事最低制限価格制度事務取扱要領 

平成２６年７月３１日 

告示第１０号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、八代生活環境事務組合が発注する建設工事について、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の１０

第２項に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を

落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって

申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることが

できる場合の手続きについて、必要な事項を定める。 

（対象工事） 

第２条 最低制限価格の設定の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、設

計金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が２００万円を超えるものとす



る。なお上記以外の工事についても、必要があると認められるときは、この要領に

定める手続き従い、対象工事とすることができる。 

（最低制限価格の算定方法） 

第３条 最低制限価格は、予定価格の算定の基礎となった設計金額のうち次の各号に

掲げる額（いづれも円未満切捨て）を合計した額（当該各号の区分により難い場合

にあっては、予定価格の基礎となった設計金額に１００分の８７を乗じて得た額）

に、１．０００００から１．０１０００までの範囲内で無作為に抽出した係数を乗

じて得た金額（円未満切捨て）とする。ただし、最低制限価格が予定価格（消費税

及び地方消費税を除く。以下同じ。）の１００分の９２を超える場合は予定価格に

１００分の９２を乗じて得た額（円未満切捨て）とし、予定価格の１００分の７５

に満たない場合は予定価格に１００分の７５を乗じて得た額（円未満切捨て）とす

る。 

(１) 直接工事費の額に１００分の９７を乗じて得た額 

(２) 共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

(３) 現場管理費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

(４) 一般管理費の額に１００分の６８を乗じて得た額 

２ 工事の性質上、前項の計算式により難いものについては、同項の計算式にかかわ        

 らず、管理者が別に定めた最低制限価格の額とすることができる。 

（落札者の決定） 

第４条 最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格を下回る価格の入札が

あったときは、入札執行者は、施行令第１６７条の１０第２項の規定により、当該

入札をした者を失格とする。 

２ 最低制限価格を設定した入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格

以上の価格をもって入札をした者があるときは、入札執行者は、このうち、最低の

価格をもって入札した者を落札者として決定するものとする。 

（入札参加者への周知） 

第５条 最低制限価格を設定した入札を行う際は、八代生活環境事務組合財務規則

（昭和６２年八代郡生活環境事務組合規則第３号）第７５条に規定する対象工事の



入札公告及び第８１条に規定する通知に、最低制限価格を設定していることを記載

するものとする。 

（最低制限価格の公表） 

第６条 最低制限価格を設定した入札があったときは、入札執行者は、その執行後に

おいて、最低制限価格を公表するものとする。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 


